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議 事 課 主 査 隈 元 淳 二

ただいまから防災対策特別委員○星原委員長

会を開催いたします。

まず、本日の日程であります。お手元に日程

案をお配りしておりますが、本日は、まず総務

部から、前回の委員会で委員の皆様より御要望

のありました県内の自主防災組織の状況、平

成18年度宮崎県自主防災組織リーダー研修会等
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について、また環境森林部から、平成17年台

風14号の復旧状況及び平成18年の災害状況や山

地治山事業等について説明を受けた後、委員協

議を行うことといたしております。以上のよう

に取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのように決定をいたし○星原委員長

ます。

それでは、総務部の入室のため、暫時休憩い

たします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○星原委員長

総務部においでをいただきました。それで

は、早速説明をお願いいたします。

総務部でございます。お手元○河野総務部長

に配付しております資料によりまして御説明申

し上げます。

目次をごらんください。きょうは３点御報告

でございます。１点目は県内の自主防災組織の

状況について、２点目が18年度の宮崎県自主防

災組織のリーダー研修会について、３点目が

「宮崎県防災の日」の選定についてでありま

す。詳細につきましては危機管理室長に説明さ

せますので、よろしくお願いをいたします。

それでは、私の方から３○日髙危機管理室長

点ほど御説明いたします。

その前に、先日は県外調査に同行させていた

だきまして非常に勉強になりました。ありがと

うございました。

それでは、資料の１ページからお願いいたし

ます。まず、県内の自主防災組織の状況につい

てであります。（１）の表ですけれども、最近

５年間の組織率の経緯を示しております。直近

の17年４月１日現在のデータでは、宮崎県内の

総世帯数47万9,000世帯に対しまして、自主防災

組織に加入している世帯が29万5,000世帯となっ

ております。組織率は61.6％であります。これ

は全国平均の64.5％に比べて３ポイントほど低

くなっておりますけれども、本県でも徐々に上

がってきております。今後とも実施主体の市町

村とも連携しながら組織率の向上に努めてまい

りたいというふうに考えております。

（２）の内容でありますが、主な活動状況に

つきましては、まずは組織体制づくりというこ

とであります。昨年の台風14号で被害を受けた

地域等におきまして住民の方みずからの発意で

自主防災組織ができつつあるほか、従来からあ

ります組織におきましても内部体制の見直し等

が行われて、より充実した組織にしているとこ

ろであります。次いで防災訓練でありますけれ

ども、各組織ごとに避難訓練あるいは非常時の

炊き出し訓練等を行っております。また、地域

内にある消火設備、危険箇所、避難経路等の防

災点検、これらも実施しております。次いで防

災マップの作成でありますけれども、市町村の

指導のもと、消防署員、消防団員等の手助けを

受けて、自分たちの町の地図にいろいろな要素

を落とし込みながら作成しているものでありま

す。具体的には、県などが作成します津波ある

いは洪水に係る浸水予測図をもとに、安全な避

難所、避難経路、あるいは高齢者等の要援護者

の情報等を盛り込んで作成してまいります。災

害時の共助を推進する上でとても重要な作業に

なりますので、後ほど御説明いたしますが、リ

ーダー研修会におきましても４時間ほどの時間

を割いて重点的に指導したところであります。

このほか、防災資機材の整備や防災倉庫等の点

検、県や市町村の職員や地域の有識者等を講師
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に迎えての防災講習会等を実施している組織も

あります。

続きまして、県としての支援策についてであ

りますが、自主防災組織につきましては、基本

的には市町村においてその育成を含めた充実に

努めることとされておりますけれども、その取

り組みを支援するため、県におきましては、今

年度初めてとなります自主防災組織リーダー研

修会を実施いたしました。詳細につきましては

後ほど御説明いたします。これについては参加

者の反響がよく、今後の自主防災組織の活性化

につながる事業であると考えております。ま

た、自主防災組織の組織化、活性化を図るた

め、全市町村の担当者研修会を開催し、先進的

な活動の事例等を紹介したり、あるいは県の職

員が現地に赴いて指導助言を行ったりしている

ところであります。毎年実施しております県の

総合防災訓練では、自主防災組織に避難所の運

営訓練を行わせ、情報伝達や避難の誘導、緊急

炊き出しなどを行い、防災能力の向上を図って

おります。また、県の職員を派遣して防災訓練

の指導や自主防災組織の役割、救急法、土砂災

害の講習会を行っています。さらに、市町村に

対して自主防災組織の資機材購入のための補助

金を交付しているほか、今年度からは県費で10

名の防災士を養成し、今後は地域の中核的な防

災指導者として活用することとしております。

続きまして、（３）の今後の課題であります

が、１点目は、初めの組織率で御説明しました

ように、全国的に見ますと宮崎県の自主防災組

織率は全国に比べて若干低い数字で推移してお

りますが、この自主防災組織は共助の面で大き

な役割を果たしますことから、今後啓発活動等

に努めながら組織率の向上を図ってまいりたい

と考えております。２点目は、地域によって活

発なところとそうでないところがありますの

で、リーダーとなる人材を養成したり、先進的

な活動事例を紹介するなどしながら、各種自主

防災組織の活動の充実強化を図って、質、量と

もにレベルアップを目指していきたいというふ

うに考えております。現在、全市町村を巡回し

まして各防災担当者と意見交換を行い、自主防

災組織を含めた地域防災力の向上に努めている

ところであります。

続きまして、３ページをお願いいたします。

平成18年度宮崎県自主防災組織リーダー研修会

についてでありますが、この研修会は、昨年、

一昨年と大きな災害に見舞われ、その教訓とし

て地域における防災活動の指導者あるいは防災

リーダーがいないという県民の声がありました

ことから、自主防災組織の充実を図り、災害発

生時の防災活動が迅速かつ的確に実施できます

よう、防災の専門的知識や技能を有する自主防

災リーダーを養成することとしたものでありま

す。実施状況につきましては、２の表のとおり

であります。県内を４地区に分けまして、それ

ぞれ40名程度募集いたしましたが、地域的にば

らつきもあり、合計で154名の方が参加されてお

ります。参加者の内訳でありますが、約７割に

当たる107名が現に地域の自主防災組織のリーダ

ーとなっておられる方、そのほかが市町村や関

係機関の職員、消防団員の方々というふうに

なっております。また、このリーダー研修会に

参加された方の中から希望者を10名ほど選抜し

まして、10月に延岡市で開催された防災士の養

成講座に参加していただきました。防災士と

は、ＮＰＯ法人の日本防災士機構が認定する資

格で、防災に関しまして総合的かつ専門的な知

識を有すると認められる人で、地域や団体、企

業等において防災活動の指導を行っているもの
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です。次に、（３）の研修内容につきましてで

すが、次ページの４、５ページに写真をつけて

内容を御紹介しております。１つが県危機管理

室職員による自主防災組織に関する全体的な講

義です。それから、富士常葉大学の小村先生に

よる災害図上訓練、消防局職員による救急救助

訓練、宮崎気象台職員によります災害発生に関

する講義、各地の市職員による地域防災活動に

関する講義、県社会福祉協議会の職員による災

害ボランティア活動に関する講義といったとこ

ろを２日間の日程で行っています。

前の３ページに戻っていただきたいと思いま

す。（４）の今後の予定でありますけれども、

このリーダー研修会につきましては、できれば

３年間継続させていただいて、県内で合計500名

程度の地域防災リーダーを養成していきたいと

いうふうに考えております。来年度は今年度の

実施状況を踏まえまして、会場や人数、内容等

を検討していきながら行っていきますが、時期

につきましては、遅くとも本格的な台風シーズ

ンの前までには終了したいというふうに考えて

おります。また、防災士の養成につきましても

ですが、３年間継続させていただきまして、県

内で合計30名程度の防災士を養成していきたい

というふうに考えております。そして、今後は

これら30名の防災士、その他県内で防災士の資

格を得ておられる方、これらを一緒にしまし

て、仮称ですけれども、防災士ネットワークを

つくっていきたいと、そして県内の自主防災組

織への指導、これらに活躍をしていただくとい

うようなことを考えております。

続きまして、７ページの方をお願いいたしま

す。「宮崎県防災の日」の選定につきましてで

ありますが、「県防災の日」につきましては、

宮崎県防災対策推進条例の第11条におきまし

て、県民、事業者、自主防災組織等の防災に関

する理解を深めるとともに、防災活動の一層の

充実を図るため、「宮崎県防災の日」を設ける

と規定されております。そこで、現時点で考え

ております案につきまして御説明いたします。

まず、第１案ですが、５月の第４日曜日であ

ります。日付でいいますと５月22日から28日ご

ろになるかと思いますが、この日を候補といた

しました理由としまして、本県の平年の梅雨入

りが５月29日であります。その直前に設定する

ことで、自然災害が発生しやすいシーズンを前

に行政や関係機関を含めましてすべての県民が

防災についてチェックを行い、今後の災害に備

えるという観点からふさわしい日であると考え

たものであります。

次に、案の２ですが、９月６日であります。

この日は、御存じのとおり、昨年台風14号で未

曾有の被害が発生した日であります。県防災対

策推進条例制定の契機となった災害であり、特

に風水害に備えるという観点からはふさわしい

日であると考えております。

最後の案の３ですけれども、10月31日であり

ます。この日は、本県史上最も大きな被害をも

たらした外所地震が発生した日であります。特

に大淀川以南の海岸部において液状化と思われ

る陥没や津波による被害が大きく、全体では200

名近くが亡くなったと言われております。県運

動公園近くの島山地区では50年ごとに供養碑を

建立し、地震の怖さを後世に伝えております。

長いサイクルで発生し、予知できない地震に備

えるという観点からふさわしい日であると考え

ております。

以上が現時点の案であります。今後検討を重

ねながら、ことし中をめどに決定をしていきた

いというふうに考えております。
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なお、参考のところに書いておりますけれど

も、国では関東大震災が発生しました９月１日

を「防災の日」、阪神・淡路大震災が発生しま

した１月17日を「防災とボランティアの日」と

定めまして、防災訓練の実施や防災意識の啓発

事業等を実施しております。また、県レベルで

は、愛知県、岐阜県、三重県がそれぞれ「防災

の日」を決めております。３県とも地震に備え

るということを主眼に、家庭、地域、事業所等

の点検への取り組みを進める日としているよう

であります。私の説明は以上であります。

総務部の概要説明が終わりまし○星原委員長

た。それぞれ委員の皆さんからの御意見、質疑

等がありましたらよろしくお願いします。

自主防災組織の状況でありますけ○長友委員

れども、そんなに大した全国との差異はないわ

けですが、むしろ地方の県で地方のつながりは

強いので防災組織の比率も高いかなと思ったん

ですけれども、ちょっと低いというので懸念を

しております。我々もまた現場に入ってみると

県営住宅等でもなかなかこういう組織はできて

ないというか、自治的な組織もできてないとい

う状況もあるようです。このパーセンテージが

低くなっているのはやっぱり都市部だと思いま

すけれども、概略どこらあたりが低いのか、市

町村でわかれば教えていただきたいと思いま

す。

防災組織の組織率の関係○日髙危機管理室長

ですけれども、今、委員から言われたように都

市部がやはり低いですね。17年４月１日現在の

調査しか出ておりませんけれども、宮崎市

が41.1％、延岡市が13.5％、日向市が45.9％、

西都市が5.1％ということでやはり都市部の方で

す。

先ほど県営住宅の話をしましたけ○長友委員

れども、県営住宅の場合には棟長というか、管

理者というか、その棟ごとの管理者等はいるわ

けです。ただ、よほどのことがない限り、年に

１回なりみんなが集まるとか、またそういう集

会所も団地であるのかどうかわかりませんが、

なかなかそういう機会がないわけです。プライ

バシーの問題もあるから、密集した団地とかあ

るいはまたマンションなんかもそうでしょうけ

れども、なかなか隣人同士のつながりというの

ができないわけです。中にはひとり暮らしの人

もおるんだけど、全く状況がつかめないという

か、元気なのか、生きているのか、そういうと

ころもあるということで、災害となってきたな

らばやはり掌握をしておく必要が出てくると思

いますので、例えば県営住宅等であれば、入居

の一つの条件の中に、何らかの自主防災組織み

たいなものに加入すると。このような方向性と

いうのは、パブリックコメント等もとって諮っ

て何かつくれたらいいんじゃないかという気が

するわけです。一つはプライベートというのを

守らなくちゃいけないんですけれども、こう

やって全体的に防災のこと等をやるということ

になればそういう組織づくりをしていかなく

ちゃいかんかなと。

もう一つ、問題として、自治会組織というの

がずっとつくられていくわけですが、自治会費

というのの徴収があるわけです。これがまちま

ちです。300円のところ、500円のところ、田舎

に行くほど高いところがあって1,000円ぐらいの

ところとか、大体1,000円とかいうのが、月です

けれども、基準でしょうけれども、余りいろん

な行事等を持たなければそれだけの出費という

のは要らないんでありましょうけれども、それ

が伴うためになかなか組織づくりができない。

自主防災組織と自治会組織とは別なんですけれ
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ども、しかし、自主防災組織をつくろうとすれ

ば、自治会組織みたいなものというか、母体が

あると意外とつくりやすいわけです。そこ辺を

今後どうやっていくかということを市町村とも

研究をし合っていただきたいと。どんな形でつ

くり上げていくか。自主防災組織に関しては金

を集めるということはなくてもいいと思うんで

すけれども、自治会組織との絡みがありますか

らどういうふうにするか、そこ辺の研究はお願

いしたいと思います。何か考えがあればお聞き

したいと思います。

先ほどもお話ししました○日髙危機管理室長

ように、現在、全市町村回りまして、やはり地

域によっても格差がある。それと災害を経験し

たところとしないところとの差がまたある。

今、委員が言われるように、自治会イコールと

いうわけでありませんけれども、自主防とのつ

ながりは大きいわけで、自治会の最初のそこに

加入をされていないというのは、私も地区に住

んでおって自分の地元でも痛感しております。

入っておられない方がおる。自治会費を納めて

おられない方もおるということです。そこのと

ころは今後市町村の方とも問題点を上げて検討

していきたいというふうに思っております。

したがって、最終的にはやっぱり○長友委員

啓発活動ということになろうかと思うんです。

県民に何らかの機会を通しながら啓発活動しな

がら、せめて自主防災組織みたいなものを立ち

上げて、そこに加入してもらうというような啓

発を行っていただきたいなというふうに思いま

す。これは要望でお願いしておきます。

関連でお尋ねしますが、自主防災○髙橋委員

組織は定義というものがあるのか、いま一度お

聞きしたいんです。というのが、一覧表をもら

いましたから、おおむねわかるんですけれど

も、今改めて聞きまして、西都の5.1％はびっく

りするんです。宮崎で41.1％ですか。おかしい

なと思うんです。定義をいま一度あればお聞き

したいと思います。

自主防災組織の定義とい○日髙危機管理室長

うのは、これが定義だというのは私も理解はし

ておりません。しかし、災害対策基本法に市町

村の責務というところでこういう地区の住民の

自発的な防災組織ということが出てきておりま

す。それと今言われた5.1％とか、延岡も低いわ

けですけれども、低い理由というのが、自治会

があって、その中で防災も取り入れてやってお

るということであれば自主防があるという件数

といいますか、そうすると、いや、ちゃんとし

た自主防の規約等があって、それで体制とかそ

ういうのも決めてあるというところまでないと

自主防の組織とはしないんだというところもあ

るようですので、パーセントの低いところはそ

こ辺の差もあるかと思います。

わかりました。これ、率は上がり○髙橋委員

ますよね。行政が指南をすれば、規約とか体制

とか、そういうのはすぐできると思うんです。

西都の5.1というのはすぐ50％とか、ここは自治

会はほとんどあると思うんです。それが一つで

すけれども、ぜひその辺は何とかできると思う

ので、要は組織率よりも実態だと思うんです。

それを一度お尋ねしたときに、２割ぐらいとか

いうふうにお答えされたことがあるんですけれ

ども、そこら辺わかっていれば教えてくれませ

んか。実際に機能している自主防災組織。

過去に実態は、中身はど○日髙危機管理室長

のくらいかと言われたとき、２割ぐらいという

のがあったかと思いますが、16年度に自主防災

組織の活動回数の調査が行われたところ、防災

訓練を実施した延べ回数ですけれども、これが
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１組織１回はないですね。0.3ですから、３つの

組織のうちに１つがしたというような調査結果

が出ております。防災知識の啓発なんかは２組

織に１ということで0.5は行われておるというよ

うな状況が出ております。言われたように組織

によっては相当な格差というのがあるんだろう

と思います。中身の充実を今後図っていくとい

うことが急務だろうというふうに思います。

延岡に一度この特別委員会で行っ○髙橋委員

たときに、担当者がかなり悲観されていたんで

す。13.5％だから、うちは組織率が低くて申し

わけないということをおっしゃっていました

が、延岡はほぼ機能している組織なはずです。

だから担当者の方はそんな悲観されなくてもい

いんですよと私は申し上げたんですけれども、

要は、組織率を上げることももちろん大事なこ

とでしょうけれども、それと同時に、おっ

しゃったように、実際に１組織につき0.3回ぐら

いしか防災訓練とかしてないというのが実態で

しょうから、そこはしっかりチェックして、こ

れからいろんな防災リーダーとかそういうのも

育成されることになっていますから、ぜひそこ

に力を入れていただきたいということを要望し

ておきます。

今後の予定ということで３年間こ○丸山委員

の研修会をつくってリーダーをまずつくってい

こうということなんですが、約500名ということ

ですが、116万人を500で割ると2,000人ちょっと

に１人という形になってしまうんですけれど

も、どういう思いでこの500が出てきたのか。私

が簡単に思うのは、消防団の本部役員というの

が各市町村ごとにいるんですけれども、その方

々がなっていただければもっと多くの数になる

のかどうなのかと思いながら、500の数が適正な

数というふうに思っているのか、私はもう

ちょっと多くてもいいという気持ちも、やり方

によってはすごく多くなるんじゃないかという

ふうに思っているんですが、500のこういう目標

を立ち上げたのはどういうきっかけだったのか

をお伺いしたいんですが。

今言われたように、結論○日髙危機管理室長

から言いますと、世帯数が幾らあるから100世帯

に１人というようなことで500名という数字では

ありません。といいますのが、このリーダー研

修会というのを県が消防庁の方から、外郭団体

含めてですけれども、そういう研修会を実際県

が受けたときが40名ぐらいで受けております。

去年ですかね。１回の研修会で40名ぐらいが、

訓練、講義するのにいい数字というか、それを

県内であれば４地区に分けましてすれば160名、

これを３年間すれば500名近くなるかというふう

に出た数字のようです。今言われたようにその

目標でいいのかという問題がありますから、そ

うすると、私もことしの８月の研修会を見てお

りましたら、４地区に分けても、その地域で多

く応募があって断ったところもあるわけです。

そうかと思うと全く関心がなくて見えないと。

これは市町村に全部働きかけてしたんですけれ

ども、そういう状況です。今後は、３年間やら

せていただいて、終わりましたら、参加できな

かった理由があるかもしれません。少ないとこ

ろ、リーダーとしての研修を受けていないとこ

ろの自治体、市町村に行きまして、そこだけで

やる必要があるというふうに思っております。

ぜひ地域格差が出ないように、ま○丸山委員

た確かに災害があって初めてそういう意識も起

きるのかもしれませんけれども、そういった組

織をつくっていくというのが防災だけに関して

だけじゃなくて、ある程度ほかのいろんな形を

つくって、防災だけといったらかなり抵抗ある
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人がいらっしゃいますので、それ以外のまちづ

くりのためとかいろんな含めてしていくと、結

構ボランティア精神の方がいっぱいいらっしゃ

ると思いますので、その辺はお願いをしたいと

思っています。

あともう１点ですが、「防災の日」の選定に

ついてなんですが、３つ、すべてふさわしい日

というふうに書いてあるんですが、今年度中と

いいますか、一応決めていきたいということは

お伺いしたんですが、具体的に絞り込みをどう

いうスケジュールで、またどういう選定基準で

やろうというふうに考えているのか、お伺いし

たいと思うんですが。

現在、「防災の日」の選○日髙危機管理室長

定についてはここで御説明した３通りを考えて

おるんですけれども、その中身についてはまだ

検討しておりますけれども、せっかく「防災の

日」を設定するということになりましたので、

「防災の日」だけで県民に啓発、そういうのが

できるわけじゃないでしょうから、その日を決

めたら、それから１カ月ぐらいの間を防災の点

検とか訓練とかいろんなことをしていただい

て、最後にこの日、「防災の日」ということで

意識づけをしていけたら、「防災の日」という

のが浸透していくのかなというふうに考えてお

ります。

何年か前から防災訓練を９月だっ○丸山委員

たのを早目にやられたという経緯があるもので

すから、そっちの方のシフトが大きいのかなと

いうふうに思っていいのか、防災訓練とは全く

切り離して、そういうふうに進みそうに思って

いいんでしょうか。どっちなんでしょうか。

「防災の日」にどういう○佐藤危機管理局長

事業、行事を仕組んでどういう形で盛り上げて

いくのかということは今後検討させていただき

たいと。現在も検討しておるわけですけれど

も、そこ辺を含めましてどの日がいいのか、ど

の案がいいのかということで、当面こういう３

つの案をベースに検討しておるということで、

いろいろ幅広く御意見をお伺いして、議会の方

で発議していただいた条例でございますので、

きょう初めて議会の方にこういうことで検討し

ておりますよということを御紹介し、また議会

の方からも御意見等もいただきながら、一番ふ

さわしい日、これがいいという、後の事業を仕

組んだり、県民全体が盛り上げて、「防災の

日」が実質が伴うようなそういう日にするには

どの日がいいか、そこ辺のそれぞれの意見ある

いは今後の事業の仕掛け、そこ辺を含めまして

決めていきたいというふうに考えているところ

でございます。

防災組織、この研修、いろいろさ○前本委員

れるんですけれども、自主防災組織というのが

いわゆる公助、互助、自助といいますか、その

部分からしますと互助になるのか、あるいは自

助になるのかということがちょっとわかりにく

いんですけど、公助ということは消防組織があ

りますね。互助という形で地域防災組織という

のをつくるという考え方ですね。その中に地域

リーダーをつくるということで、自助というの

は、防災は自分で守れというような意識の向上

を図るということだと思うんですけれども、た

だ、私は災害時をずっと見てきたんですけれど

も、いざとなったときは自分の身を守るという

ことであって、地域に公園とか空き地に自主防

災組織倉庫がありまして、ちゃんとした組織図

も公民館にはあります。だれがリーダーですよ

と組織図もきちんとできて、今回の宮崎市の台

風14号災害のときもいわゆる形だけはできてい

たんです。ところが、機能がゼロだったんで



- 9 -

す。ほとんど動いてない。動けないという状況

でありました。

この自主防災隊が有名無実の存在であるとい

うことで、これを何とか活用しようということ

で宮崎市において、既に御承知でしょうけれど

も、宮崎文化ホールにおいて自主防災組織の総

合訓練がありました。「あおぞら」ですか、ヘ

リも飛んできました。消防局長さん初め全部、

自衛消防団からあるいは地域消防団、消防専門

の公務員の人がやったんです。流れを見ていた

んですけれども、自治消防隊ですから、消防局

長、市長のあいさつもないんです。自分たちで

やりなさいということですから。これはおもし

ろいなと思いました。普通ですと消防局長とか

市長があいさつして、きょうはこんな日でこう

いう目的で皆さん頼みますねという話をするん

ですけれども、ないんですね。これは当たり前

だ、自分たちでやる防災組織ですから自分たち

で考えなさいと。各班に自治会を通しまして動

員命令をかけまして、何名来てくださいで来た

んです。来たんですけれども、実際問題、シナ

リオも何もないんですから何をやっていいのか

なということだったので、これが自主防災組織

の基本的なスタートかなと思いました。デモン

ストレーションはあるわけです。消火訓練とか

消火機材とか、あるいは携帯食から全部、避難

食の展示がありました。

そこで考えたんですけれども、これはやっぱ

り何らか形にしないと、自主防災リーダーを育

成されて、また地域におかれて訓練して、ある

いは啓発して、そして災害意識の向上を図っ

て、いざというときには機能を果たすという組

織連係プレーができるには、やっぱりどこかに

強力なリーダーシップがある人がぼんと言わな

いといけないということで、伝達する方法は風

水害のときは携帯も通じない、広報車も通じな

い、ありとあらゆる広報伝達方式が機能しない

ような風と雨と、地震もそうかもしれませんけ

れども、そこに強力なリーダーがぼんとやるの

はどうしたらいいかなと思いました。とっさに

逃げなさいと、ここは危ないよと、こっち行っ

たら危ないとか、逃げる避難経路の問題、それ

から災害の規模だとか、人命救助に対する避難

体制はどうなっているのか、医療班に対しては

どうか、救命ボートはどうなっているかという

ことがぱっとわかるような組織体制の中でここ

に行きなさいよという、個々にわたっての伝達

がぱっといかんと、それで最近は事前の避難命

令が出ましたね。あれは大変いいんでしょうけ

れども、あのあたりの時点で、自主防災隊とい

うのは災害が起きてしまってからじゃ機能しな

いものですから、事前の、災害の発生前の、い

わゆる危機管理室で災害対策本部を設置したと

きに既に自主防災隊に対します指示命令を早目

に出すという、何かそのあたりのところを…

…。ただ訓練をした、設備を整えた、組織をつ

くった、こうしてやりなさいよという、マニュ

アル方式にはいかないという点を何とか考えて

いただかないと機能しないと思っています。

私の地域ではそれを自主的につくろうとし

て、今後できますが、これは恐らく日本で初め

てかもしれませんけれども、相当強力な自主防

災体制をつくるような話を聞いていますが、宮

崎が浸水災害で激甚災害指定も受けましたし、

モデルになるような自主防災組織をつくって、

機能して、全国に誇れるような自主防災組織を

つくらにゃいかんと災害に遭った人たちは意気

込んでいますけれども、そういう意味で大いに

行政として、今、申し上げましたけれども、機

能のあり方についてもうちょっと基本的なこと
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で何かあれば教えてもらえませんか。宮崎市の

例も見て、動かなかった。機能しなかった。今

後災害が来たときにはこれをどのように解決す

るか。リーダーの育成とかそういう問題も当然

大事ですけど、実際その場に当たって本当に自

主防災隊が活用したと、生きて動いたというよ

うなことを基本的に考えることをぜひ御認識を

深めてもらいたい。何かありましたらコメント

が欲しいんですけど。

まさに委員がおっしゃら○佐藤危機管理局長

れたような形で、これは自主防災組織ですので

地域の共助といいますか、何かあったときに役

所あるいはそこから指示が出て動くということ

ではなくて、災害が起こりそうなときあるいは

起こったとき、それぞれの地域で自主的に避難

をしたり、あるいは被害に遭われた方を救助し

たり、地域で助け合うというものが自主防災組

織だろうと我々考えております。自主防災組

織、基本的には先ほどからいろいろ御意見いた

だいておりますけれども、まず組織率の向上、

そしてそれぞれの組織はそれぞれの単なる組織

だけではなくて自主的に活動ができるように常

日ごろから訓練をしておかなくてはならない、

それが実質的な自主防災組織だろうと思いま

す。

委員、宮崎の例ということでありましたけれ

ども、宮崎県内、市内でも、先ほど例で申し上

げましたが、外所地震の起こった島山地区、こ

こあたりの自主防災組織は非常に先進的な自主

防災組織活動をやっておられまして、地域に要

援護者の方が何人おられて、被害が起こったと

き避難できない人が何人おられて、その人たち

をもし起こったときにだれが助けるのかという

ことまですべて割り振りをされて、なおかつそ

の避難訓練まで毎年実施しておられるというふ

うに、宮崎市でも非常に先進的な取り組みを

行っておる自主防災組織もございます。そうい

う自主防災組織の取り組みを我々としては市町

村と一緒になって紹介をして、そういう先進的

な、名前だけではなくて実際の実のある自主防

災組織に育て上げて、活動できるような状況に

持っていく、そういう取り組みをしていく必要

があるんだろうと、我々はそういうふうに認識

しておるところでございます。

自主防災組織の設置といいます○前本委員

か、組織づくりの主体性は市町村ということで

ございますけど、しかし、市町村が最近地域自

治組織というのを分けまして、そこに自主防災

の避難命令とか避難指示に対しますものを委託

をしようという話になっていまして、水門管理

もそこが判断しなさいと、地域の人と相談して

ということになっていまして、地域社会の中に

防災組織の主体性がどんどん移っているんです

けど、どうしましてもその地域、そのあたりの

ところでは上を向いて話すんですね。例えば宮

崎市は何をしてくれますかと、何の応援がある

んですかとか、県は何してくれるんですかとい

う話が組織づくりの中でよく出てくるんです。

そこは、行政の中の一番上は消防庁かもしれま

せんけれども、どうしても県の役割というの

が、私ども県会議員としまして、市町村にどん

なような育成をしていく、指示を与えていくの

かと、自主防災隊をつくるために市町村にこれ

だけはやりなさいよと、組織率だけの問題じゃ

なくて、機能の問題が先ほどお話出ましたけれ

ども、訓練回数は大体このくらいはやらないと

いかんよとか、そういうような指示は県がする

んでしょうか。県と市町村の関係をもしわかれ

ば教えてもらえませんか。

基本的には、住民の生命○佐藤危機管理局長
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財産を守るというのは、災害対策基本法に示さ

れておりますように市町村の責務でございまし

て、県はそれをサポートするというような役割

を持つものというふうに認識しております。市

町村が地域の実態を十分踏まえられて、まだ組

織化されてないところは組織化をする必要があ

るでしょうし、組織化が進んでおって活動状況

が十分でないところはそこの活動の充実という

形で市町村として取り組んでいくことになるで

しょうし、そのレベルをどの程度に持っていく

かは、それぞれの市町村なり地域の実態に応じ

てそれを一歩でも二歩でも引き上げていくよう

な取り組みをしていただくことになるのかな

と。県としましては、当然防災力の向上という

ことで全市町村にすべての取り組みをやってほ

しいんですけれども、それをどこまでやりなさ

いというふうなことを指示するというような状

況ではないのかなと。それぞれ市町村と十分連

携をとりながら、そこの市町村の実態に応じて

市町村の判断等を尊重しながら、我々も側面的

なサポートをしていきたいというふうに考えて

おるところでございます。

自主防災組織の中の県としての支○野辺委員

援策で市町村に対する補助金の交付というのが

あるんですが、これはどういう考えでどのよう

な内容になっているんでしょうか。

市町村の自主防への補助○日髙危機管理室長

金でありますが、これは消防防災力の強化とい

う事業の中で自主防の防災資機材、バケツとか

消火器とか担架とかそういう自主防で活用でき

る資機材、これに対する補助金としてやってお

ります。

そうであるとすれば、総務部長が○野辺委員

見えていますけど、今度の第２期の財政改革推

進計画の中でいろんな補助金等もカットせざる

を得ないようなことも出てくると思うんです

が、こういう事防災に関する補助金とかいうの

については従前どおりということになるんで

しょうか。

新たな財政改革は大変厳しい○河野総務部長

状況の中で聖域を設けずに徹底的な見直しをす

る、ゼロベースということでございますが、た

だ、自主防災組織の育成というものが全体的な

防災対策というものの中で占める重要性という

ものは担当部局としても認識しているところで

ありますので、当然優先順位の高い形で整理さ

れて予算要求されてくるものと考えておりま

す。

そうすると、各市町村で自主防災○野辺委員

組織がどんどん結成されてきたということにな

ると、これは当然増額もやむを得ないという考

え方に立っているんでしょうかね。

予算の枠なり制約というもの○河野総務部長

があるわけですが、できる限りの支援をしてい

きたいと考えております。

ぜひ事防災に関する問題でありま○野辺委員

すので、配慮を願いたいと思っております。

この報告とは違いますけれども、○松井委員

参考でお伺いしたいのは、いわゆる突風、これ

が従来の我々の防災の範疇を超えた事象で、延

岡で起こりまして、きょうの新聞ではまた北海

道ですね。国内では最大級というのは、延岡の

場合でもそういうふうに報道された。今度は比

較しまして北海道でも国内最大級と。これは我

々の今当面する防災とはちょっと異なるスケー

ルの問題ですから、今後の連鎖反応的に延岡か

ら続けて北海道になったと、これは人ごとじゃ

ないと思いますから、こういうことも大きなお

互いの課題ですから、そこでちなみにお伺いし

たいのは、アメリカでハリケーンがありますわ
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ね。これは大規模のいわゆる災害ですね。アメ

リカがかなり社会的には進んでおりますが、そ

のアメリカがハリケーン、突風に対してどのよ

うな対応をしておるかというのも参考にして今

後の課題として研究していただく必要があるん

じゃないかと。こういうことは予期しないけれ

ども、アメリカに、例えば先進国に準じて日本

の、台風予防じゃないけれども、ハリケーンと

いうものに対するそういうふうな予防的な国家

体制というものもこれから必要ではなかろうか

ということを考えますから、この辺を今後の課

題として研究していただきたいということで

す。

それから、今までのは受動的で起きたことに

よって動くという、我々の委員会は過去の例に

倣って能動的に動くという、こういうふうな体

制じゃなきゃいけないわけです。宮崎県で予想

されるのは、今後、しばしば警告されておりま

すが、日向灘の地震ですね。津波という、これ

も過去から大変な災害が起こっておりますが、

こういうことはあらかじめ予知できるけれど

も、実感としては県民の意識は薄いと思いま

す。もしそういうふうになった場合に県北から

県南の河川、まず津波は河川から来ますから、

それから港湾、防潮堤とかこういうふうなもの

について現状をつまびらかに検討して、先ほど

のお話のように実際の責任は当該市町村にあり

ますから、こういうものをひとつ皆さんの方で

慫慂して、これは必ず油断ならん問題と、こう

いうことをひとつ十二分に御配慮願いたいと、

要望にとどめておきます。

けさ、もしかしたら同じラジオを○井上委員

聞かれたかもしれないんですけれども、先ほど

出ました北海道の竜巻の問題をラジオでずっと

やっていまして、そのときに、スーパーコン

ピューターによるとどこで竜巻が発生するとい

うことは大体予測がつくというふうに言われて

いますが、まだ実用化の段階ではないというこ

とを言っておられました。結果としては、自分

の身は自分で守ってくださいという最終的なこ

とを言われたわけですけれども、風水害につい

てはある程度みんなそれなりの歴史みたいなの

があって、よくわかっているところもあるんで

すけれども、竜巻については全く、自分の身を

守れと言われて、どんなふうにしたらいいのか

というのはちょっとわからないと思うんです。

いわゆる仕組みも含めてそうですけれども、ア

メリカみたいな広いところですっと竜巻が通る

のと日本のように狭いところを竜巻が通るのと

では、今回は非常な被害が出ましたけれども、

何をどんなふうに自分で身を守れと言われるの

かというのはちょっとわかりづらいんです。防

災条例の中で私たちも竜巻は余り意識しながら

議論してはいなかったわけですけれども、今後

竜巻の問題についてある程度、この前の延岡の

データも含めてそうですけれども、全体的に国

に対してそのことについて我が県からもアプロ

ーチをするということとかは含めて考えてい

らっしゃらないのかどうか、そこをお聞きした

いと思います。

今おっしゃられたように○日髙危機管理室長

風水害については少し時間的余裕があるかと思

いますが、地震とか竜巻なんかはいつ来るかわ

からないということで、県としましても、延岡

の竜巻被害の調査を行って、その調査の関係

は、竜巻の被害に遭われたときにけがをされた

人、竜巻は通ったけれども、けがはされなかっ

た人、この人たちは何か違うんだろうと、場所

が違うとか、どこかに避難したとか、そういう

ことがあるんじゃないかというふうに思いま
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す。そういう調査をするとともに、先ほどから

話がありますように、竜巻についての対策とか

いうのは現在はそう国の方でもないということ

ですので、国の方に対しては竜巻の研究を科学

的に解明してもらうことをあわせてお願いをし

ようということで、今週金曜日に知事が上京し

まして、気象庁長官に要望を行うことにしてお

ります。これは北海道があったからじゃなくて

先週からずっと検討してきて、お願いをして、

そういう研究をした結果、事前の対策という

か、竜巻が来るというときの対策とか、そうい

うのがあれば情報提供していただくということ

を考えて、知事の方から国に要望をするという

ことにしております。

報道では常に突風という言い方を○井上委員

しているわけです。私たちの意識としては突風

と竜巻はどんなふうにメカニズム的に違うのか

というのはよくわかってないところももちろん

あるわけですが、できるだけ実用化を早く図っ

てほしいのと、宮崎の気象台が今回延岡で起

こったときの気象状況の分析はどうしているの

かとか、各機関とうちの危機管理室との関係、

そういうことについても少し密な気象情報のや

りとりみたいなのをぜひお願いしておきたいな

と。知事がそんなふうに国に要望に行っていた

だけるということであれば、なおさらそういう

意味での危機管理といいますか、そして広く県

民に情報開示できるもの、メカニズムに対する

広報できるものについては広報をお願いしたい

なというふうに思います。どんなふうに逃げる

のかというのがよくわかってないんです。そう

いう意味では、自主防災組織があってもこれは

なかなか避け切れないというふうなこともあり

ますので、できるだけわかるものについては広

報していただけるようにお願いをしたいという

ふうに要望しておきたいと思います。

自主防災組織のことで、皆さんた○由利委員

ちわかっていらっしゃることでしょうけれど

も、防災士といいましょうか、地域のリーダー

を養成するといっても、地域で自主防災という

ことで動き出すためにはどうしても地区の区会

とか公民館とかそういった組織の方たちが中心

にならざるを得ないんです。しかし、この方た

ちは、地域によって違いますけれども、例えば

１年で交代するとか、２年で交代するとか、あ

るいは長いところは10年もやっている方もい

らっしゃいます。そういったことで入れかわり

がありますから、リーダーの方を養成するが、

自治会の中での位置づけがどうなってくるのか

とか、区長さんが防災士になったとして、リー

ダーになったとして、かわればどうなるのかと

いうようないろんな問題があります。そういう

観点で考えると、継続してそういったことに対

応できるのはやっぱり地域の消防団なんです

ね。

うちの地区なんかでも消防団と一緒になって

避難訓練やりましょうだったけれども、消防団

と消防局との連携がうまくいかずに日にちがず

れたものですから延期になっているということ

もあるんですけれども、消防団を中心に、そし

て地域の自治会とか公民館活動、そういったも

のとうまくジョイントさせてやっていく。そう

しますと、実は自主防災組織の一つ一つは結構

区会でもやっているんです。例えば地域で公民

館ごとに文化祭なんかやるんですけれども、う

ちの女房なんかも出ていきますが、実は炊き出

しやるんです。お昼に年寄りの方たちのために

ということでつくって、豚汁と握りをつくった

りとか、あるいはテントを張るということにな

りますと、運動会なんかのときは区会の役員の
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皆さん出ていってテントを張っているんです。

それからまた例えば独居老人、ひとり暮らしの

お年寄りたちは区会で全部把握していまして、

その地域に住んでいる部長さんたちが、各班長

さんたちがそこを把握しているという、そうい

うのを持っています。そういうのを全部一つに

あわせて、いわゆるそういった情報を集めてお

けばそんなに難しいことじゃないんです。た

だ、災害が起きたときに組織的にそれがどうで

きるかというところに問題があるんであって、

そのためには地域の消防団とそういった区会活

動をうまくジョイントさせてやっていくという

指導を市町村が中心になって、わかっているは

ずなんですが、やっていくと。訓練なんかは地

域だけでやろうと思ってもだめです。消防局が

消防車の１台でも持ってきて、あるいははしご

車の１台でも持ってきてやらないと、なかなか

人は集まってくれないということがあります。

ただ、常備消防も火事とかいろんなときにいつ

も出ていかなくちゃいけない、その用意をして

いますから、そういった訓練だけに時間を費や

すということはできない。それだけに時間を費

やすということはできないでしょうから、その

辺のところをどう工夫していくか。今までやっ

てきたそれぞれ区会活動あるいは消防団活動、

そういったものがやってきた延長線上だと思う

んです。そこをどういうふうに上手に組み合わ

せていくかということが大事なのかなと。これ

はやっぱり市町村の仕事だと思いますから、そ

の辺の指導なのかなというふうに私は思うんで

す。それは私の意見です。

これから１点具体的に聞きます。例えば私の

地域に市営住宅があるんです。市営住宅の区長

さんが一生懸命で、何か災害が起きたときに市

営住宅の皆さんを避難させなくちゃいけない。

ちょうど隣に県の施設があるんです。大きな空

き地もあります。そこを避難場所として位置づ

けて、そちらの方にみんなで移動しましょうと

いうようなことを団地の中で話し合いをした。

しかしながら、県有施設と市営住宅の間には垣

根とさくがあるんです。さくを取っ払えとは言

わないけれども、出入りできるように、ふだん

はかぎをつけてもらっていいんだけれども、そ

ういうことをやってくれないかということで市

の方に相談をしたら、市の方としては県の方の

あるところに相談した。施設の関係のところで

す。そうしますと、わずかだけだけれども、予

算が必要になってくるわけです。どっちがお金

を出すのか。市営住宅の皆さんの方たちの避難

場所なんだから、県のさくでもそれぐらいのこ

とは対応しますから、例えば市がお金出しなさ

いという話に当然なる。いや、それは県有施設

の中にあるさくだから県の方でちょっとやって

くださいよという話になる。つまり予算の問

題、さっき野辺委員からも出ましたけれども、

資機材に対する補助金という話ですけれども、

そういった避難場所を公で指定するんではなく

て、あそこが一番近いし、広いから行きましょ

うといったときに、それを整備するための若干

の予算についてどっちが持つんだと、こういう

話が出てくるということになったときに、それ

は臨機応変にそのときそのときの担当者がやっ

ていけばいいことですけれども、多分防災のた

めの予算というのは別枠で各課が持っているは

ずはないと思うんです。何かでそういう形でそ

ういった改修費に充てるとかいうことになって

くると、意外と担当者というのはそういうこと

で対応したことがないから、それに金を使って

いいんだろうかとか、市にやらせばいいじゃな

いかとか、そういうことになってくると思うの
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で、特に先ほど部長が言っていたように防災に

ついては優先順位を上位の方にランクしますと

いうことですから、そういったこともあるとい

うことでその辺はフレキシブルというか、柔軟

に対応できるような考え方というのが必要では

ないかというふうに思うんです。防災という観

点での若干の資金の使い方です。どうでしょう

か。

具体的な例を含めて御指摘い○河野総務部長

ただきました。そういう例で現場の方で柔軟に

対応してもらえばいいと思うんですが、やはり

予算を査定する側も今そういうような意識で

もって機械的にやらないように、よく中身を吟

味してまた各部の相談に乗るようにということ

で考えていきたいと思います。防災対策につき

ましては、先日発表しました重点施策という中

で安全・安心というテーマで優先順位が高いも

のということで全庁的に位置づけておりますの

で、各部局でそういうふうな判断をして要求を

してもらうと思っておりますので、査定の側も

今御指摘のあった内容もよく吟味しながら検討

していきたいと思っております。

委員の皆さん方にお願いであり○星原委員長

ますが、今、組織の状況とリーダー研修会、こ

れについてはいろいろ意見が出たんですが、最

後の方で「防災の日」の選定についてというこ

とで３つの案が執行部の方から示されたわけな

んですが、我々委員会、委員の皆さん方のこの

案に対して何かあればお聞きしたいというふう

に思うんですが、どなたかありますか。示され

た案について何かありませんか。

私、個人的には、防災の訓練を５○丸山委員

月に早目にやってもらっていますので、案１の

方が、起きる前に毎年チェックするという形が

いいのではないかなと思っております。防災訓

練を見たときに、しかしながら、大体地震を想

定しての防災訓練が多いような気がするもので

すから、そのときに風水害もあるんだよという

のももうちょっと落とし込みをやっていただく

のであれば、「防災の日」をできれば案１で個

人的にはお願いをしたいというふうに思ってお

ります。ほかの日も確かにふさわしい日だとい

うふうに思っておりますが、今回の防災条例の

中に風水害を特に入れたのは、宮崎県はやはり

風水害が多いというイメージも含めております

ので、できますれば私は案１でお願いしたいと

思っております。

私は第２案をお願いしたいと。防○前本委員

災に関しまして、宮崎県防災対策推進条例とい

う条例制定も関係がありますが、国の「防災の

日」が９月１日でありますから、それから１週

間、１カ月というお話は危機管理室長さんおっ

しゃいましたけれども、学校関係を含めまして

地域防災、いろんな組織を挙げて徹底した、こ

の日を１週間なら１週間、９月１日から６日ま

での１週間とか、国との連携の上で「宮崎県防

災の日」を推進するのがよりベターではなかろ

うかと思いますので、私は第２案をお勧めした

いと思っています。

前本委員に感謝します。９月６日○髙橋委員

は私の誕生日なんですが、ただ私は、やっぱり

第１案の、ここにありますように今後の災害に

備えるという観点を重視して、心の準備、第１

案でいいと思います。

私も第１案の方が……。第２案の○内村委員

９月６日としても、ただ日にちを定めただけで

は訓練とかそういうのをしていかないと、この

日が何曜日になるかでもまた変わってくると思

います。それよりも梅雨どきに入る前の５月、

早い時期の日曜日になりますと防災訓練とかが
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いろんなところでできると思いますので、日に

ちで決めるよりも曜日、第何曜日とした方が皆

さんの意識づけにもいいんじゃないかと思いま

す。学校に入りまして、小学校１年生で風水害

で川に流された私どもの近辺の事例もあります

ので、そういう意識からしましても早い時期に

してもらった方がいいんじゃないかと思います

ので、私は第１案の方をお願いしたいと思いま

す。

第１案、第２案考えますと、第１○水間委員

案というのは、行政で４月にいろいろ異動が

あって、雨の多い時期、割と台風も今早く来だ

したです。９月も台風の時期、９月６日とか大

雨の降った日、10月31日、ここらあたりが何を

するにしても一番適当な時期じゃないのかな

と。天候もいいし、そう思うと、今までの経緯

も考えますと第３案の10月31日、そのように私

は思っています。いろいろあるでしょうけれど

も。

今、貴重な御意見を伺い○日髙危機管理室長

ましたので、「防災の日」についてはそれぞれ

検討していきたいというふうに思います。

ほかにありませんね。○星原委員長

それでは、質疑等もないようでありますの

で、以上で総務部の概要説明を終わります。あ

りがとうございました。総務部の皆さんは退席

をいただいて結構でございます。

暫時休憩いたします。

午前11時11分休憩

午前11時15分再開

委員会を再開いたします。○星原委員長

環境森林部においでをいただきました。環境

森林部の概要説明に先立ちまして、一言ごあい

さつ申し上げます。私は当委員会の委員長に選

任をされました星原でございます。御案内のと

おり、私ども13名が当特別委員会の委員として

選任をされ、現在、防災対策に関する所要の調

査活動を実施しているところであります。環境

森林部の皆様方には今後とも御協力をよろしく

お願いをいたします。

なお、当委員会の委員につきましては、事前

に配付しております委員名簿のとおりですの

で、紹介は省略をさせていただきたいと思いま

す。また、環境森林部の皆様につきましても、

本日御出席の幹部職員名簿をいただいておりま

すので、紹介は省略をしていただいて結構であ

ります。

それでは、環境森林部長よりごあいさつ及び

説明をお願いいたします。

環境森林部の税所でござ○税所環境森林部長

います。防災対策特別委員会の委員の皆様方に

はかねてから大変お世話になっております。本

日はまたどうぞよろしくお願いいたします。

お手元に配付しております防災対策特別委員

会資料の表紙をごらんいただきたいと思いま

す。本日私どもの方から説明いたしますのは、

１つが平成17年台風14号災害の復旧状況と平

成18年の災害状況についてでございます。２つ

目が山地治山事業、３つ目が「水を貯え、災害

に強い森林づくり事業」について御説明させて

いただきます。

それでは、資料の１ページをお開き願いま

す。１の平成17年台風14号災害の復旧状況と平

成18年の災害状況についてでございます。林地

の崩壊など山地災害につきましては、１）の山

地災害の表の計欄にありますように、災害関連

緊急治山事業等で箇所数で85カ所、額にしまし

て約63億3,000万円でもって復旧することといた

しておりまして、10月現在で85カ所すべて発注



- 17 -

が終わっております。次に、２）の林道災害で

ございます。林道災害につきましては、林道施

設災害復旧事業等によりまして、市町村におい

て復旧事業を行うことになっております。箇所

等につきましては、表の計欄にありますよう

に、箇所数で53 4カ所、額にしまして約62

億7,000万円を復旧することにいたしておりま

す。10月末までに発注済みが箇所で525カ所、額

にしまして約59億1,000万円の発注が行われてお

ります。発注率で見た場合が箇所数では98.3

％、事業費で94.3％となっております。14号災

害の復旧につきましては、私ども発注した工事

の進行管理やあるいは市町村との十分な連携を

図りながら、早期の復旧に今後も努めていきた

いと考えております。

次に、２ページをお開き願います。（２）の

平成18年の災害状況についてでございます。

１）災害状況の表にありますように、ことしは

７月に２回にわたって大雨が来ております。そ

れと台風10号、13号によりまして山地災害、治

山施設災害、林道施設災害、これ３つ合わせま

して、この表の一番下の右端にありますように

箇所数で235カ所、額にしまして約40億8,000万

円の被害が発生いたしております。これらの復

旧の対応状況につきましては、２）の復旧の対

応にありますように、現在それぞれ国との協議

や災害査定を進めておりまして、国との手続が

整い次第、早期の発注に取り組んでいきたいと

考えているところでございます。

なお、３ページには、山地災害、治山施設災

害、林道施設災害のそれぞれ代表的な災害箇所

の写真を添付いたしております。

次に、４ページをお開き願います。２の山地

治山事業についてでございます。この事業は、

森林の維持造成や災害の復旧・予防対策を通じ

まして災害に強い県土づくりを行う事業でござ

います。

次、６ページをお開き願います。３の「水を

貯え、災害に強い森林づくり事業」についてで

ございます。この事業は、今年度から導入いた

しております森林環境税を活用いたしまして、

長期間放置されております公益保全上重要な森

林を対象としまして、広葉樹の植栽あるいは針

広混交林の造成等を行いまして、災害に強い森

林づくりを行っていこうという事業でございま

す。

私からの説明は以上でございますが、２の山

地治山事業、３の「水を貯え、災害に強い森林

づくり事業」の詳細につきましては、それぞれ

担当課長の方から説明をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

自然環境課でございま○坂元自然環境課長

す。山地治山事業について御説明をいたしたい

と思います。

大変恐れ入りますが、戻っていただきまして

資料の４ページをお開きいただきたいと思いま

す。本事業は、（１）の事業目的にございます

ように、森林の維持造成を通じまして山地災害

から県民の生命・財産を守りますとともに、水

源涵養機能の高度発揮や、安全で安心できる豊

かな生活環境の保全を図ることを目的として実

施するものでございます。

次に、（２）の事業概要についてでございま

す。山地治山事業は、土砂流出防止や水源涵養

保安林等を対象に県が実施主体となりまして実

施するものでございまして、３）の事業内容に

ございますように６つの事業を実施していると

ころでございます。これは先ほど部長が説明い

たしました災害が発生した年度に緊急的に実施

をいたします災害関連緊急治山事業とは別に、



- 18 -

通常事業分として実施するものでございます。

本日は、防災対策に関連をいたしました①から

④の４つの事業につきまして、右側の事例写真

により御説明をいたしたいと思います。

まず、写真の上段左側の復旧治山事業でござ

います。この事業は山腹の崩壊や荒廃した渓流

などの復旧を行うものでございまして、コンク

リートの谷どめ工や植栽工などを実施いたしま

して、不安定土砂の流出防止と緑化を図るもの

でございます。

次に、上段右側の予防治山事業についてでご

ざいますが、土砂流出等のおそれがございます

渓流等におきまして、コンクリートの床固め工

や水路工などを実施いたしまして、渓流の荒廃

防止等を図るものでございます。

次に、中段左側の水土保全治山事業でござい

ます。この事業は、土砂流出や落石等の危険が

ある山地災害危険地におきまして、森林整備

や、写真にございますような落石防護さく等の

ハード事業により総合的に荒廃山地の復旧・予

防を図ることによりまして、人家裏山等の危険

地対策を行うものでございます。

次に、中段右側の東南海・南海地震防災対策

緊急整備事業でございます。近年の地震の多発

傾向を背景にいたしまして、平成14年に「東南

海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法」が制定されたことを受けまし

て、本県では10の市町村、防災対策推進地域に

指定されたところでございます。この事業

は、17年度から21年度の５カ年間で防災対策推

進地域におきまして、人家等への落石、山腹崩

壊、土石流、潮害などに対する危険地対策と海

岸保安林の機能強化を図るものでございます。

なお、下段に表がございますけれども、この

表は、平成17年度の山地治山事業の実績と18年

度の計画でございます。17年度は59カ所の総額

約33億円を実施したところでございますが、18

年度は68カ所の約30億7,000万円を予定している

ところでございます。

自然環境課からは以上でございます。

森林整備課でございま○金丸森林整備課長

す。

恐れ入ります。資料の６ページをお開き願い

ます。「水を貯え、災害に強い森林づくり事

業」について御説明いたします。この事業につ

きましては、本年度導入いたしました森林環境

税を財源とする事業でございます。本事業は、

（１）にございますように、長期間放置された

森林のうち、公益保全上重要な森林を対象に森

林所有者等と協定を締結し、森林所有者にか

わって荒廃林地の復旧や針広混交林への誘導な

どを行い、水を貯え、災害に強い森林づくりを

推進するものでございます。

次に、（２）の事業概要についてでありま

す。予算額は、１）にございますように１

億2,415万9,000円、事業期間は平成22年度まで

の５カ年間、事業主体は県であります。事業内

容等につきましては、右側の７ページのフロー

図により御説明いたします。まず、上段にござ

いますように、事業の対象となる森林につきま

しては、水土保全林など公益的機能の高い森林

のうち、取水源あるいはダム等の上流域、また

人家等の上部森林などを市町村長が住民等の意

見を聞いて指定した整備区域を対象に事業を実

施することにしております。

具体的には、中段にございますように、①の

広葉樹造林等推進事業は、写真にありますよう

に、裸地化し、土砂崩壊等のおそれがある林地

を対象として広葉樹の造林を年間10ヘクタール

計画したところでございます。また、②の針広
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混交林等造成事業では、写真にありますよう

に、長期間放置され、除間伐が実施されてない

森林を対象としまして、強度の間伐を年間310ヘ

クタール計画し、針葉樹と広葉樹から成る針広

混交林へ誘導するものでございます。また、③

の里山人工林等再生事業では、写真にあります

ように、人工林に侵入拡大した竹林等を対象と

して年間40ヘクタールの整備を計画したところ

でございます。なお、３事業とも事業実施後20

年間は皆伐をしないなどの協定締結を条件とす

ることにしております。

さらに、現在の取り組み状況でございますけ

れども、３つの事業を合わせて360ヘクタールの

森林整備を計画したところでございます。市町

村から要望をとりましたところ、500ヘクタール

を超える要望がございまして、現在、整備区域

を指定し、本年度に実施する箇所を決定するた

めの市町村との協議、事業費の積み上げなどを

行っているところでございます。

恐れ入ります。左側のページにまたお戻りい

ただきまして、最下段の④公益的森林への誘導

啓発事業につきましては、保安林の指定を促進

するとともに、既に保安林に指定されているも

のにつきましては、間伐率等の指定施業要件の

基準が見直されましたことから指定施業要件を

変更して、強度の間伐の実施による複層林への

誘導等を行うものでございます。

「水を貯え、災害に強い森林づくり事業」に

つきましては、以上でございます。

環境森林部の説明が終わりまし○星原委員長

た。御意見、御質疑等がありましたらどなたか

らでも結構であります。

６ページの「水を貯え、災害に強○長友委員

い森林づくり事業」ということについてであり

ますが、広く県民から税を集めるということに

なりますので、その使途が公平に使われなくて

はいけないだろうと。一般的に考えるのは、宮

崎県の山林全域にこれは使っていかなくちゃい

けないんじゃないかと思うんですけれども、し

かしながら、対象事業となる森林ということで

限られてくるということにもなってくるわけで

すね。したがって、効果のある事業といいます

か、そこらあたり不公平にならないような市町

村間の調整をやりながらこれは進めていかない

と、いろいろ苦情等が出てくるかもしれないと

いう気がするわけでありますけれども、その辺

に関しては厳密にやられていくと思うんですけ

れども、500ヘクタールという要望があった中

で360ヘクタールに一応絞ったと、こういう話で

ありました。360ヘクタールというのは今年度だ

けの計画であるのかどうか、そのあたりお伺い

したいと思います。

事業面積につきまして○金丸森林整備課長

は、今年度要望をとりましたところ、先ほど御

説明いたしましたように500ヘクタールを超えて

おります。その中で特に緊急性を要するものに

ついては今年度実施すると。来年度も事業を予

定しておりますので、来年度早々に取り組むと

ころはそちらの方で取り組んでいきたいと。事

業の仕組みといたしましては、環境税、５カ年

間となっておりますので、５カ年間は森林整備

を続けていきたいというふうに考えておりま

す。

緊急性の高いところからというこ○長友委員

とでございますので、当然優先順位がつけられ

ていくことと思います。あとは先ほど申しまし

たように、どなたから見られても公平性が保た

れるような事業、また効果のある事業というの

を入れていただければといいと、こういうこと

を要望しておきたいと思います。
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ほかにありませんか。○星原委員長

平成18年の災害のことについてお○丸山委員

伺いしたいんですが、私も入郷とかに実際現場

を見させていただいて、よく話を聞くと、５～

６年復旧にはかかるんじゃないかということで

言われたんですが、私、その後、入郷の方とか

入ってないんですが、すべて終わったというふ

うに思うのは不可能じゃないかと。といいます

のは道路がまだでき上がってない、そこまで

行ってないとか、現場はいっぱいあったように

記憶しているんですが、実際の復興はどれくら

いというふうに認識した方がよろしいんでしょ

うか。

17年度の災害につきまし○坂元自然環境課長

ては、県下で300カ所の260億円といった被害が

あったわけでございます。その復旧につきまし

ては、災害関連の緊急治山等で先ほど部長が申

し上げましたように63カ所実施するということ

にしておるわけなんですけれども、これ以外

に17年の緊急治山事業等、それから18年の通常

の事業、それから県単事業がございます。こう

いった事業を総合的に投入をいたしまして、現

時点では300カ所のうち144カ所について復旧に

着手をいたしておる状況でございます。率的に

申し上げますと48％になりますけれども、約半

分は着手できたかなというふうに考えておると

ころでございます。

その後は通常の治山事業になって○丸山委員

しまうというふうに認識してよろしいんでしょ

うか。

そのとおりでございまし○坂元自然環境課長

て、先ほど山地治山事業ということで御説明を

申し上げましたけれども、この中の復旧治山事

業等で復旧を図ってまいりたいと。また、県単

事業がございますので、規模の小さいところに

つきましては、県単事業を投入いたしまして現

場の復旧に取り組んでまいりたいというふうに

考えております。

制度のことは大体わかっているん○丸山委員

ですが、災害だと最高３年で、関連をとれば

もっと長くなると思うんですが、できないから

通常になってしまっていると思うんですが、災

害とった場合には補助率70％以上が国からここ

に来ると。今回の一般になると50％、半分に

なってしまうということで、本来は災害に伴っ

て崩れたものだから災害復旧というふうに全体

にかけた方がいいというふうに私は個人的に

思っているんですが、国の制度がそういうふう

になっているんですが、災害だからもうちょっ

と国庫補助なんかを、一般の復旧では50％です

ので、それを上増しといいますか、根拠は災害

なんですということで国の方なんかにこの辺の

補助率のアップといいますか、そういう協議は

今までされたことはないんでしょうか。

確かにおっしゃるよう○坂元自然環境課長

に、例えば治山事業で申し上げますと、災害関

連の緊急治山事業で対応するということになり

ますと３分の２が国からの補助金をいただける

というような状況にございます。先ほど申し上

げましたけれども、災害関連緊急治山事業につ

きましては、災害が発生した年度に限られてお

るわけでございます。委員おっしゃいましたけ

れども、例えば施設災害等につきましては、当

年度に何割、次年度に何割といった３カ年間で

計画的に復旧していくことになっているわけな

んですけれども、この治山事業の場合は、災害

関連緊急治山事業につきましては当年度のみと

いうことになっておりますので、事後は国の指

導も受けまして復旧治山事業、並びにもう一つ

水土保全治山事業等がございますけれども、こ
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れは10分の５でございますけれども、こちらで

対処するしか方法がないというようなことでご

ざいます。

制度上はわかるんですが、災害と○丸山委員

いうことが原因であろうというふうに思ってお

りますので、何らかの国に対しての要望は今後

とも議会としても行動なり、お互い連携を図り

ながらやっていかないと、全国的に一緒だと思

いますので、全国的に災害で苦労している県が

非常に多くて、自主財源がない特に宮崎県とか

はできる限り国からの補助なりをいただいてし

ないと、山を守っていこうと言われても、山を

持っている県と山のほとんどない県を一緒の制

度ではおかしいということで、ひょっとしたら

交付税措置が普通の治山事業であれば加算され

ているのかもしれませんけれども、何らかのこ

とをもう少し議論をすべきじゃないかなという

ことで要望させていただきました。

災害についてはその辺○原田環境森林部次長

を少し制度的に見直してもらうという必要もあ

ろうかということで、いろいろ林野庁等とは協

議をしているところであります。例えば激甚

災、今度受けますけれども、そういった場合は

多少恩恵がありますが、それから通常の大災害

でも３年で委員が言われるとおり復旧するとい

う方針で、その中でなるだけ補助率の高いもの

で復旧しようということで県としては精いっぱ

いの努力をして国に持ち込むわけです。ただ、

査定というのがございまして、その査定の中で

いわゆる基準がございますから、それに該当し

ないと国が判断するものが外されていくと、緊

急性という視点で85カ所ですか、そういうこと

で縛られてきているというのが現実でありま

す。その他については確かに補助率が多少落ち

てきますけれども、これは通常の治山事業で今

は精いっぱい努力しながら３年以内にできるだ

け復旧するということにしているところであり

ます。ただ、そこについても災害ですから、確

かにその辺の補助のもう少し上乗せがあっても

いいんじゃないかという視点はあると思います

ので、またこれはいろんな要望をしてまいりた

いと思っております。

「水を貯え、自然災害に強い森林○丸山委員

づくり事業」についてなんですが、実は条例の

中にも森林所有者等にもある程度責務といいま

すか、お願いもした経緯もあるものですから、

ＰＲするときに、こういった事業があるとき

に、森林所有者にも防災条例の方でしっかりと

した維持管理をしてほしいということもうたわ

れているんですというようなこともぜひやって

いただきたいというふうに思っているので、そ

の辺の取り扱い、この条例ができて今後の動き

としては環境森林部として何か考えていらっ

しゃることがあればお伺いしたいと思うんです

が。

森林環境税を今年度から○税所環境森林部長

導入させてもらいまして、私どもの方で18年度

執行できる額は約１億7,000万弱になっておりま

すが、その中で特にハード事業の方、大体１

億7,000万弱の75％をハード事業に入れるように

しております。残り25％はボランティア活動、

要するに県民総参加の森づくりというそういう

契機になるようにボランティアへの支援とか、

あるいはそういう方々への苗木の提供とか、そ

ういうのに25％を使うようにしております。正

直申しまして私自身は、ハード事業で針広混交

林造成事業とか広葉樹造林等推進事業、310ヘク

タールあるいは10ヘクタールというようなもの

について森林所有者の方が理解してもらえるか

なというのを非常に心配しておりました。とこ
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ろが、いろいろ市町村を通じて要望をとってみ

ますと、広葉樹造林等につきましても、18年

度10ヘクタールを計画していたものが80ヘクタ

ールぐらいこっちの方の事業を導入してもいい

というような形で、私、正直言って非常にうれ

しいといいますか、こういう森林所有者の理解

があるんだなということをまずこの事業を通じ

て感じたところでございます。あわせまして、

ことしの４月から「水と緑の森林づくり条例」

も施行いたしておりますので、この辺につきま

しても、やはり森林所有者の御理解をいただく

と。厳しく責務というような言い方は今、森林

所有者には酷な面もあるかなと。もう少し材価

等でもよくなってくれば応分の責任を果たして

くださいということも言えるんでしょうけれど

も、とにかく今の段階はやはり御理解をいただ

くというような動きを私どもやるべきじゃない

かなというふうに思っているところでございま

す。そういう意味では、今後とも一生懸命いろ

んな啓発活動等にも取り組んでいきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いし

ます。

広葉樹造林等推進事業ですが、こ○野辺委員

れは植栽から育林までやるということになるん

でしょうか。

下刈りが上がるまでとい○金丸森林整備課長

いますか、下草が影響しなくなるまで下刈りを

する予定にしております。ちなみに、森林整備

事業で６年間見ておりますので、６年間は整備

をしていきたいというふうに考えております。

そうなると、採択基準で逆に伐採○野辺委員

後３年間わざと放置してそういう事業に乗せて

もらうということは出てこないでしょうか。

そのようなことも想定で○金丸森林整備課長

きます。ただ、広い面積、切られた場合、全部

を植林するというわけじゃなくて、例えば道路

の直近の上の部分とか、そういうところに限定

して植林するような指導をしていきたいという

ふうに考えています。残りにつきましては、何

とか所有者の方でこれを契機に再造林を考えら

れるとか、そのようなお願い等もしてまいりた

いというふうに考えております。

これは伐採制限ということで、実○野辺委員

施後、皆伐の禁止ということになっています

が、いわば保安林みたいな考え方でずっと切ら

れないということなのか、伐採できないという

ことになるんですか。

基本的には広葉樹造林を○金丸森林整備課長

実施する山につきましては、伐採して、その

後、山が安定しないとか、そういうような状況

のところですので、私どもで造林しました事業

につきましては、当然広葉樹でも除伐はありま

すので、除伐してその後、遠い将来になります

けれども、択伐的な施業をお願いするというふ

うに考えております。

もう１点、山地災害で17年度の災○野辺委員

害については100％発注済みということになって

いますが、これは事業費から見ると、１カ所１

億円以上という箇所がかなり多いと思うんです

が、工事の工期は一番長いやつでいつまでに

なっているんでしょうか。18年10月に発注した

やつが仮にあったとすれば、19年度の災害シー

ズンを超えた工期ということにはなってないん

でしょうか。

工期の話でございますけ○坂元自然環境課長

れども、確かに10月末に発注したものもござい

ます。標準工期をとりますと確かに足りないと

ころもあろうかなというふうに思うんですけれ

ども、これは年度内の事業でございますので、

年度内で一応工期は切る予定にしております。
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ただ、いろんな状況等でどうしても工期内に完

成ができないといった場合には、予算を繰り越

しをいたしまして実行することにいたしており

ます。その場合には若干次年度にかかるかなと

いうふうに考えておるところでございます。

ということは、19年度の災害シー○野辺委員

ズンというか、台風等、いずれは完全に完成す

るという、繰り越しになっても完成するという

ことですね。

多少修正ですが、工期○原田環境森林部次長

的には年度内にやれるという形になっておりま

す。ただ、もしこれから先、自然災害等が、や

むを得ない事情が発生したときは、今、課長が

言いましたように事故繰りというのがあり得る

んですが、今のところ、年度内に完成するとい

う工期で設定してあります。

災害に強い森林づくりをするとい○井上委員

うことは大変重要だというふうに思っているん

ですけど、荒廃林地、それは宮崎県内での把握

はしっかりされているのか。宮崎県内のどのく

らいを占めているのか、それをお聞かせいただ

きたいと思います。

古いデータになりますけ○金丸森林整備課長

れども、15年度末現在で３年以上植栽されてな

いところが1,400ヘクタールあるというふうに

なっております。

井上委員の御質問、要す○税所環境森林部長

るに、切った後が放置されてあるという森林面

積でよろしいでしょうか。14年度末で1,432ヘク

タールで、ただしこれは１ヘクタール以上の面

積のあるところという数字は把握しておりま

す。近々把握できるかと思いますけど、今年度

その調査を現在かけておりまして、まだ数字そ

のものは完全に出ていませんが、多分幾らかふ

えているかなという認識は持っております。

６ページの里山人工林等再生○横田副委員長

事業に関してですけど、実は私は先日、佐土原

の地域づくり協議会の視察ということで大分県

の竹田市に行ってきました。大分県の竹田市も

里山が竹に侵入されて荒れてきて困ってらした

んですけど、その竹を利用してまちづくりしよ

うということで「竹楽」の事業に取り組んでお
ちくらく

られます。これは、竹を切ってきて、それを30

センチとか１メーターぐらいの長さに斜めに

切って、そこにろうそくを立てられるんです。

竹灯籠をつくって、道に２万本ぐらいずらっと

並べて一斉に火をつけられるらしいんです。非

常に幻想的な光で、今それを見るために観光客

が10万人以上来られるそうです。たしか11月の

第３金土日だったと思いますので、もう少しし

たらあるんじゃないかと思いますけど、私も選

挙の準備がなかったら行きたいんですけど、

ちょっと行けそうにないけど、「竹楽」が終

わったら、その竹は竹炭にしてまた再利用する

ということらしいです。これで一番すばらしい

ことは、その事業に対して地元の人が3,000人以

上何らかの形でかかわっておられるということ

らしいんです。里山の保全とか再生も行政がす

るのはもちろん大事かもしれませんけど、でき

るだけ地元の人の力をかりながらやれたらすば

らしいなと思って帰ってきました。知恵を出せ

ばいろんなやり方があるんだなというふうに

思って感心をしたところなんですけど、そこあ

たりはどのようにお考えでしょうか。

竹林につきましては、竹○金丸森林整備課長

を切りますけれども、翌年やっぱり少し生えて

きます。また翌年も手を入れないといけないと

いうことになっております。市町村の方あるい

は森林組合がよく森林所有者と関係を持ってい

るんですけれども、ボランティアあたりを次年
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度は使うことはできないか、その辺も検討しな

がら事業を実施する環境を整えてくださいとい

うようなお願いしておりまして、そんなことで

ボランティアあるいは普通の地区の住民の方あ

るいは地区外の方あたりも竹林に入り込んで、

森林と親しむということになるかどうかわかり

ませんけれども、そんな形での活用を考えてお

るところです。

今、森林整備課長が話し○税所環境森林部長

ましたように、山の造成という視点から、今、

御説明したようなことを検討していきたいとい

うことですが、横田副委員長のおっしゃる竹の

活用という意味かなと思いますが、今、県内で

は竹炭を幾らかやっておりますが、ほかはこれ

といった形での利用はされてないのが現状かな

と思います。そういう意味では今の竹田市のお

話というのは、これは行政でそれをすべてとい

うわけにはいかんだろうと思いますけど、いろ

いろその地域の方々での利活用といいますか、

そういうことも含めて今後の課題にさせていた

だければというふうに考えております。

山地治山事業のところで④の東南○由利委員

海・南海地震防災対策緊急治山事業、４億円と

いうことですが、この事業と他の治山事業、い

わゆる事業認定するときの仕分けはどうなって

いるのか。この写真を見せていただくと、民家

のすぐ裏山というか、がけを東南海・南海地震

のやつでやっているみたいですけれども、明確

に仕分けする際の基準というか、違いがあるん

ですか。

基本的には東南海の地震○坂元自然環境課長

対策事業につきましては、海岸線の方の市町

村、10市町村で実施することにしておるわけな

んですけれども、中身につきましては、災害の

危険地対策であるとか、海岸保安林の機能強化

を図るといった観点から、人家等の落石、崩

壊、土石流、潮害対策、このあたりを実施する

ということになっておるところでございます。

委員おっしゃるように、どちらかといえば海岸

防災林であるとか、落石、崩壊、こういったと

ころが中心になろうかというふうに考えておる

ところでございます。

課長が今おっしゃったんですけれ○徳重委員

ども、落石防止ということから考えますとき

に、実は内陸部というんですか、都城から志布

志に行く道路、日南に行く道路にしても非常に

危険な道路があるんです。落石があって人も亡

くなったことが２回ぐらいあると思っています

が、そういったことで地震で落石というのは当

然考えられる、こう思われるんですね。海岸線

だけじゃなくて内陸部の方も地震対策の事業の

中に入れて調査もしてほしいなと、こう思いま

すが、いかがでしょうか。

市町村による推進地域の○坂元自然環境課長

指定のお話かなというふうに承っておるわけで

ございますけれども、基本的に中央防災会議の

中で推進地域の指定基準というのが定められて

おるわけでございますけれども、これによりま

すと、先ほど申し上げましたが、震度６弱以上

となる地域ということで、これが１つあろうか

と思います。もう一つは、沿岸地域で３メート

ル以上、地上２メートル以上の津波が来襲し、

堤防が不十分などの地域ということになってお

ります。このところの基準を考えますと、やっ

ぱり海岸地域の市町村が主体となろうかなとい

うふうに考えておるところでございます。それ

以外の地域につきましては、復旧治山事業であ

るとか、予防治山事業とか、こういった事業で

対応してまいりたいというふうに考えておると

ころでございます。
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６ページの森林環境税使途事業と○内村委員

いうことで、今、都城では、私どももずっと

入っているんですが、「どんぐり1000年の森」

というグループがあります。約10年近く木を植

えてきているんですが、１号林からは水が既に

わき出しております。これはほとんど国有林を

借り受けてすべてボランティアで行っているん

ですが、後は森林組合への下刈り、伐採とか

ずっとお願いしながら植えてきたところなんで

すが、こういう民間団体がすべてボランティア

でやっているところへの助成とか、この事業は

民間の山へ植えるということですけれども、そ

ういうところのリンクとか助成制度というのは

どんなになっているか、お尋ねします。

ボランティアによる森林○坂元自然環境課長

づくりのお話かなというふうに伺っておるとこ

ろでございますけれども、環境税事業の中で森

林づくり事業について助成をするということで

現在取り組んでおるところでございます。予算

的には年間約600万程度あるわけでございまし

て、この事業の中でボランティアの方々が中心

になって森林づくり、例えば植栽とか下刈りと

かそういった事業を行う場合には、100万円を限

度にその75％を助成しようということで取り組

んでおるところでございます。ただ、この事業

につきましては、いろいろ詳細な基準を設けて

おりまして、安定的に収入が確保されている団

体等についてはその審査の過程の中で無理じゃ

ないかなということで除外をさせていただいて

いるところでございます。そういう状況でござ

います。

今、国有林に植えているところな○内村委員

んですが、民間にもし植えようとしたときのリ

ンクとか指導はどんなになっていくのか。この

事業は民間の荒れた、放置の山に植える事業と

いうことで説明を受けたところですが。

ボランティア活動で植栽○税所環境森林部長

地が民有地でなきゃだめなのかというお尋ねか

と思いますが、基本的には植栽場所が国有地で

あろうと民有林であろうと、そこは問いませ

ん。ただ、私どもボランティア活動の底辺を広

げていきたいというような趣旨もあるものです

から、先ほど課長が説明しましたのは、安定的

に収入を確保できているところは優先順位は少

し落ちてきますよという趣旨のことを申してお

ります。植栽箇所については問いません。

１点だけ、災害復旧に係る要件、○水間委員

例えば高さ、幅、あるいはどのくらいの立米で

落ちた場合に金額的にどんなものが、確認した

いんですが、どうなれば災害復旧に係る要件に

入るのか。

災害復旧事業の採択要件○坂元自然環境課長

のお話かというふうに承っております。国の補

助事業で実施をいたします、例えば先ほど申し

上げました災害関連緊急治山事業、これは丸山

委員の方からもお話ございまして、若干補足し

ようかというふうに考えておったところでござ

いますけれども、例えば採択基準から申し上げ

ますと、下流域に人家が10戸以上ということで

す。それから、道路とか、その他いろんな公民

館とか公共施設、そういったところがあって、

そういうところに被害を及ぼすおそれがある箇

所ということでございまして、それに加えまし

て、１カ所の事業費が600万円以上といったこと

もございます。これは災害関連の緊急治山事業

ということでございますけれども、ほかの先ほ

どから説明をいたしました復旧治山事業である

とか予防治山事業につきましても、そういった

基準が設けられておりまして、特に復旧治山事

業につきましては、１施行箇所の全体事業費
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が7,000万円以上であるとか、こういうふうに非

常に大きな金額の大きな災害の箇所、こういっ

たところが対象になるというようなことでござ

います。

わかりました。それは大きなやつ○水間委員

ですよね。ただ、林地あるいは裏山が、農政で

言えば40万円以下の分については災害にならな

いとかいう面があるんです。裏山が少し崩れた

けれども、災害にもかからない、自分でやりな

さいというような……。田んぼは砂で押し流さ

れている。そこも自分でやらなきゃならないと

か、ある意味で軽微なそういう災害復旧につい

てはどんなふうに考えているのかということを

お聞きしたかったけれども、時間ですから、

後、資料で見せていただけますか。

ただいま軽微な災害につ○坂元自然環境課長

いてといったお話でございますけれども、その

分についてはできるだけ、先ほど国の基準を申

し上げましたけれども、県単事業も準備をいた

しているところでございます。規模の小さいも

のについてはそういった県単事業等でカバーを

してまいりたいというふうに考えておるところ

でございます。

おっしゃるとおりであ○原田環境森林部次長

りまして、全部がすくえるわけではないわけで

す。国の採択基準、県単の採択基準、それから

漏れるものについて整理をいたしまして、また

資料として提出させていただきたいと思いま

す。

申しわけございません。○坂元自然環境課長

１点だけ補足をさせていただきたいと思いま

す。先ほど徳重委員の方から東南海の地震対策

の地域のお話があったかというふうに考えてお

りますけれども、この件につきましては、本県

では、先ほど申し上げましたけれども、10市町

村の中でしか実施ができないということでござ

いますので、御理解をよろしくお願いしたいと

思います。

質疑等もないようでありますの○星原委員長

で、以上で環境森林部の概要説明を終わりま

す。ありがとうございました。環境森林部の皆

様は退席していただいて結構であります。

暫時休憩をいたします。

午後０時10分休憩

午後０時10分再開

委員会を再開いたします。○星原委員長

委員協議を行います。まず、（１）の今後の

委員会についてであります。資料１をごらんい

ただきたいと思います。１の委員会開催予定で

ありますが、今後の委員会の開催予定日及び内

容について掲載をいたしております。本日の委

員会の後、執行部等から説明を聴取できるの

は、11月定例会中の委員会、12月15日（金曜

日）を予定しております。及び１月下旬の閉会

中の委員会、１月24日（水曜日）の予定の２回

かと考えております。また、委員会報告書につ

いては、１月下旬の閉会中の委員会で骨子案の

協議を行い、その後、２月定例会中の委員会に

おいて委員会報告書の確認及び委員長報告の協

議をお願いすることとなります。２には、参考

までにこれまでの委員会の審議内容を掲載して

おります。これらを踏まえまして、次回委員会

への資料要求等、今後の委員会について委員の

皆様から御意見がございましたらお願いをいた

したいと思います。御意見ありますでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、正副委員長の方で協議○星原委員

をいたしまして今後は進めてまいりたいと思い
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ます。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、そのようにさせていただ○星原委員長

きます。

次に、（２）「パブリックコメントに対する

委員会の考え方」の県議会ホームページへの掲

載についてであります。資料２をごらんくださ

い。パブリックコメントの結果についてはこれ

までの委員会で皆様に御説明をいたしたところ

でありますが、その際、一部の記述につきまし

て御意見をいただいたところであります。これ

らにつきましては、その際の委員協議の中で御

決定いただきましたとおり、正副委員長で協議

して修正を行い、現在、議会ホームページに掲

載しているところでありますが、前回の委員会

が竜巻被害の調査であった関係等から皆様に御

報告しておりませんでしたので、修正箇所のみ

について書記から説明をいたさせます。

資料２をごらんください。資料２○矢野書記

の３枚目の10というところにつきまして、国の

防災計画につきまして、風水害に強い土地利用

については都市計画法施行令で定められている

のでこの条例について定めないというような以

前は記述をしていたわけですが、県民の責務、

みずから生活する地域における過去の被災状況

を調べることとか、建築する区域の災害の危険

性の調査を県民、事業者みずからがやるという

ことを条例の中で書いているので、そこまで記

述したらどうかという御意見をいただいており

ましたので、その旨を10番で記述をさせていた

だいております。

続きまして、４枚目の14ですが、県は条例を

作成して市町村に対して定期的な監察と横断的

な評価をすべきだという御意見をいただいたと

きに、これについてこの条例をもとに監察、評

価はできないというところで説明を終わってい

たんですが、これではなかなか議会の思いとい

うのが伝わらないので、もう少し丁寧な言い方

をというようなことでありましたので、本条例

をもとに市町村へは防災対策のなお一層の充実

強化をお願いし、県当局には市町村間の総合調

整、市町村との連携を行っていただくことをお

願いすると。県議会としても、県、市町村に対

して防災対策の着実な遂行を求めていくととも

に、その検証をしていく、もしくは政策提言を

行っていくこととしているということをつけ足

しております。

修正箇所は以上でございます。

ただいま書記から説明をいたし○星原委員長

ましたとおり修正を行っておりますので、御了

承いただきたいと存じます。

最後に、その他で何かございませんか。

最後の方でも書記の説明があった○丸山委員

んですが、今後県議会としても、ただ条例をつ

くっただけじゃなくて、市町村の方にもしっか

りとした条例なり防災に対する意識を持ってい

ただくには、何らかのＰＲということを兼ねて

パンフレット等を、予算的にどうなのかと私も

疑問なんですけれども、パンフレット等の作成

なり、もう少し広報をしっかりやった方がいい

んじゃないかというふうに思っているんですけ

れども、よろしくお願いします。

今の丸山委員からありました意○星原委員長

見についてでありますが、できれば次回の委員

会の中で再度提案いただきまして、その中で協

議をさせていただくと。今出ましたので、それ

ぞれ委員の皆さんが考えておいていただいて、

何かいい方法等があればその折に協議をいただ

くということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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ほかにありませんか。○星原委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の委員会○星原委員長

を閉会いたします。御苦労さまでございまし

た。

午後０時15分閉会


